
１　委託期間

　　令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

２　委託事務並びに委託の相手方及び対象区域

　　下記のとおり

委託の相手方 委託対象区域

蘆　立　信一朗

江　見　幹　人

内　田　昌　太　※

釜　谷　裕　介

茅　野　晃　重

杉　原　晃　浩

瀬　尾　俊　英

中　西　元　亀

橋　田　　和

原　　　正　樹

細　田　憲　昭

松　原　広　昌

山　本　雄　樹

内　田　　卓　　※

中　曽　幹　人

難　波　真　次

※上記の内田昌太、内田卓については、令和５年６月１日から令和６年３月３１日

　までの委託期間とする。

　

　(2) 水道料金及び工事費並びに下水道使用料の集金業務

委託の相手方 委託対象区域

古　村　義　仁

高　橋　　豊

　　　水道料金等の徴収、収納事務の委託について（公表）

　令和５年度の水道料金等の徴収事務及び収納事務の委託者等について、下記のとおり公
表いたします。

記

　(1) 水道メーターの検針業務

米子市及び境港市並びに西伯郡日吉津村の全域

米子市及び西伯郡日吉津村の全域

境港市全域



委託の相手方 委託対象区域

米子管工事業協同組合 米子市及び境港市並びに西伯郡日吉津村の全域

委託の相手方 委託対象区域

米子管工事業協同組合

市営上福原住宅(５４Ｒ－１、５６Ｒ－１及び５６Ｒ－２）、市
営皆生住宅(７Ｒ－１及び８Ｒ－１）、市営冨士見町住宅、市営
東町住宅、市営西福原住宅(１３Ｒ－１及び１４Ｒ－１）、市営
富益住宅(５７Ｒ－１、５７Ｒ－２及び５８Ｒ－１）、市営加茂
住宅(１１Ｒ－１及び１１Ｒ－２）、市営両三柳住宅(６１Ｒ－
１)、市営青木住宅(５１Ｒ－１、５２Ｒ－１、５２Ｒ－２、５２
Ｒ－３、５３Ｒ－１、５３Ｒ－２、５４Ｒ－１、５４Ｒ－２、５
５Ｒ－１、５９Ｒ－１及び６０Ｒ－１）、市営安倍彦名住宅(６
２Ｒ－１、６３Ｒ－１、６３Ｒ－２、１Ｒ－１及び１Ｒ－２）、
市営河崎住宅（４８Ｒ－１、４８Ｒ－２、５０Ｒ－１及び５０Ｒ
－２）、市営錦海町住宅(４Ｒ－１、４Ｒ－２、５Ｒ－１及び５
Ｒ－２）、市営義方町住宅、市営陰田町住宅及び市営大工町住宅

　(5) 市営住宅入居者の水道メーターの検針業務

　(3) 開栓（使用開始）及び閉栓（使用中止）に伴う水道メーターの検針業務

　(4) コンビニエンスストア等における水道料金及び下水道使用料の収納事務

委託の相手方

岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地
株式会社電算システム


